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第10回準備委員会のお知らせ
＊傍聴も大歓迎
日時　3月17日(月)13:40～
会場　町民センター3階　講堂
テーマ
「基本構想・基本計画(案)の検討」

「確定申告」
か　く　　て　い　　し　ん　　こ　く第 14 回

 やさしい
日本語

●１月（がつ）１日（ついたち）から12月（がつ）31日（にち）ま

での１年間（いちねんかん）で　得（え）た所得（しょとく）を計

算（けいさん）し　税務署（ぜいむしょ）に　報告（ほうこく）し

ます。

●正（ただ）しい　税金（ぜいきん）を　計算（けいさん）　して

手続き（てつづき）します。

●税金（ぜいきん）を　払（はら）い　すぎていた　場合（ばあ

い）、　お金（かね）が　もどります。

【翻訳】まなづる国際交流協会

２月（がつ）17日（にち）から　３月（がつ）17日（にち）まで　
です。

申告書（しんこくしょ）を　作成（さくせい）し、税務署（ぜいむ

しょ）か　町役場（まちやくば）に　提出（ていしゅつ）します。

国税庁（こくぜいちょう）ホームページの「確定(かくてい)申

告書(しんこくしょ)等(とう)作成(さくせい)コーナー」で　申

告書（しんこくしょ）を　作成（さくせい）　できます。

<昨年（さくねん）の　例（れい）>

外国人向け(がいこくじんむけ)確定(かくてい)

申告書(しんこくしょ)等(とう)作成(さくせい)

コーナー入力(にゅうりょく)マニュアル（簡易版

(かんいばん)）　2023年分（ねんぶん)

・申告書（しんこくしょ）

・マイナンバーカードの　写（うつ）し

・在留（ざいりゅう）カードの　写（うつ）し

・収入（しゅうにゅう）を　証明（しょうめい）する　書類

（しょるい）< 給与明細（きゅうよめいさい）、売上（うりあげ）など >
・経費（けいひ）の　領収書（りょうしゅうしょ）

<仕事（しごと）に 使（つか）った お金（かね）の 証明書（しょうめいしょ）>

・控除（こうじょ）の　証明書（しょうめいしょ）

<住宅（じゅうたく）ローン、医療費（いりょうひ）、税金（ぜいきん）、保険（ほ
けん）、ふるさと納税（のうぜい）などの 支払（しはら）い証明書（しょうめいし

ょ）、扶養家族（ふようかぞく）の 所得証明書（しょとくしょうめいしょ）など >

役場（やくば）　に行（い）って、

相談（そうだん）します。電話（で

んわ）で　聞（き）くことも　でき

ます。

・真鶴町(まなづるまち) 税務

(ぜいむ)町民課(ちょうみんか)     

☎0465-68-1131

いろいろな国（くに）の

言葉（ことば）で　税金

（ぜいきん）の　ことを 

説明（せつめい）してい

ます。

外国人(がいこくじん) に向(む)けた わかりやすい 日本語(にほんご) の

ページです。やさしい 日本語(にほんご)で いろいろな情報(じょうほう) 

を おつたえします。

確定申告とは？
かく てい しん こく

申告期間
しん こく   き か ん

確定申告が　必要な　人
かく てい しん こく ひつ よう ひと

●給与（きゅうよ）の　他（ほか）に　収入（しゅうにゅう）が

ある　人（ひと）。

<別（べつ）の　仕事（しごと）や　投資（とうし）からの　収入

（しゅうにゅう）がある　人（ひと）>

●年間（ねんかん）の　給与（きゅうよ）が　2,000万円（ま

んえん）を　超（こ）える人（ひと）。

●自分（じぶん）で  お金（かね）を  稼（かせ）ぐ 人（ひと）。

<自営業（じえいぎょう）や　フリーランスの　人（ひと）>

【会社に勤めている人で、確定申告が　必要な　人】
 かい しゃ　　 つと     ひと         かくてい しんこく　 　 ひつよう　 　ひと

外国人生活支援

 ポータルサイト

がい こく じん せい　かつ  し 　えん

国税局（こくぜいきょく）の 電話（でんわ）相談（そうだん） 

センターに　電話（でんわ）して　聞（き）ます。

・東京(とうきょう)国税局(こくぜいきょく) 電話相談（で

んわそうだん）センター　☎03-3821-9070

<TOKYO REGIONAL TAXATION BUREAU> 

大阪（おおさか）や　名古屋（なごや）などにも　電話相談

（でんわそうだん）センターが　あります。

申告書の　作成と　提出
しん こく  しょ  さく　せい ていしゅつ

申告に　必要な　書類の例
しん  こく     ひつ よう　　 　　しょるい　 　 　れい

相談窓口
そう だん まど　ぐち

(１）町役場(まちやくば） (2）国税局（こくぜいきょく）の

電話（でんわ）相談（そうだん）センター

※会社（かいしゃ）に　勤（つと）めている　人（ひと）は、会社

（かいしゃ）が　年末調整（ねんまつちょうせい）を するので、

確定申告（かくていしんこく）の　必要（ひつよう）はありませ

ん。詳（くわ）しい　ことは、会社（かいしゃ）に　聞（き）いてく

ださい。
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基本構想・基本計画について検討しました

問い合わせ　教育課教育総務係　☎ 内線434

第９回学校建設

準備委員会 概要報告

　昨年12月１7日、町民センター３階講堂において「第９回真鶴町学校建設
準備委員会」が開かれました。今回のくじは、宝石と宝石箱を題材に作られ
ており、「子どもたちや先生、町民の方々の宝石のような笑顔がたくさんつ
まった宝石箱のような学校を委員の皆さんと力を合わせて作り上げたい。」
という事務局の言葉から会議が始まりました。
　それでは、第９回学校建設準備委員会の協議内容等について報告します。

　現在の教育制度が整備された戦後と比べ、子ども
の発達が２年程度早まっていると言われています。
義務教育期間の子どもたちの発達段階の特性は大き
く次の３段階に分かれると考えました。(右図参照)
　そうした「発達段階の特性に応じた教育活動」な
らびに「真鶴町に合った９年間の系統的・連続的な
学びと育ちが充実」する学年段階の区切りについて
協議し、「４－３－２制」の学年段階の区切りとす
ることに決まりました。
　なお、「学年段階の区切り」はあくまでも、学習
面・生活面から考えるものであり、教育課程編成の
区分として厳格に用いるものではありません。

「学年段階の区切り」は「４－３－２制」に決定

委員会の
議事録はこちら

基本構想・基本計画（案）に対するパブリックコメント募集中

◆発達段階の特性の３つの区分
１～４年生・・・（４年間）
５～７年生・・・（３年間）

８～９年生・・・（２年間）

「６－３制」よりも「４－３－２制」の方が、上級生のリーダ
ーシップと下級生のフォロワーシップを発揮する機会が多くな
る利点がある。各ステージでリーダーシップとフォロワーシッ
プを段階的に育むことが大切。／義務教育学校の中で、「個で
はなくチームで子どもたちを見ていく」ためには、「４－３－
２」の区切りは有効。／保護者目線で、真鶴町の幼保小中の先
生方は非常によく子どものことを見てくれている。この良い土
壌を基に、「４－３－２」の区切りでさらに発展させていただ
きたいです。

４年生は「９つから10歳」になる、いわゆる「つ」がとれる
歳。発達段階として大きく成長する４年生の段階で１から４
年生のリーダーを経験することで、自信などの非認知能力を
育むことが期待できる。／上級生から下級生に対する思いや
りの心や下級生から上級生に対する憧れの気持ちを醸成する
ことを大切にしたい。／小中校舎施設統合のタイミングで、
できることからチャレンジし、区切りのよりよいあり方につ
いて柔軟に考えてほしい。

　町教育委員会では、義務教育学校の開設に向けて、幼(保)小中一貫教育の基本コンセプト、建設の整備方針、施設計画・配置
など等についてまとめた「真鶴町小中一貫教育校建設基本構想・基本計画（案）」を公表し、広く意見を求めるパブリックコ
メントを実施しています。なお、「基本構想・基本計画（案）」は、町ホームページで閲覧できます。また、印刷したものを
ご覧になりたい場合は、真鶴町民センター２階でご覧になれます。

●募集期限︓2025年２月〇日（〇）消印有効
●提出方法︓次のいずれかの方法でご提出ください。

①持参による提出…真鶴町民センター２階　教育課カウンター
②郵送による提出…〒259-0202　真鶴町岩172-8　教育課宛
③右の二次元コードからe-Kanagawa電子申請による提出

◆「４－３－２制」とする主な理由
（１）第４学年までに基礎学力の確実な習得を図り、小４ビハイン

ド（第４学年までの算数等のつまずき）を解消するため
（２）小中段階・ステップの段差を小さくし、いわゆる「中１ギャ

ップ」を解消するため
（３）小・中学校段階にまたがる区切りをあえて設けることによっ

て、小中の教員が互いに小・中学校段階の良さを学び合い、
協働する仕組みづくりのきっかけとするため

（４）第５学年から第７学年までのカリキュラムの工夫を、真鶴ら
しい教育の特色の一つとするため

学習・生活の基礎基本を定着させる時期
学習・生活の基礎基本を生かし、主体的
・探究的な学習に充実・進化させる時期
学習・生活の完成期
将来の夢や自己実現に向かう力を
育成する時期

委員の方々からは、次のようなご意見をいただきました。


